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就労証明書の記載方法と就労時間の計算について                 

就労を保育必要事由として入所申請をするときには、就労証明書を提出してください。 

そのほか、個人事業主である場合や内職をしている場合は、別途申立書の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.雇用形態の違いや、就労場所の違いによって優先順位は違うの？ 

A.正規雇用のほか、パート、派遣社員などの雇用形態による優先順位の違いはありません。また、居宅外労働か 

居宅内労働による違いもありません。（ただし、内職をする場合を除きます。） 

おしえてペロリッチ！ ⑬ 

証明日がない証明書は無効です。 

３．雇用（予定）期間等 

入所申請月における就労（予定）

がない場合は受付できません。 

記載内容について、市から問合せ

をすることがあります。記載担当者

名・連絡先までもれなく記入してく

ださい。 

7．就労実績 

記載不要です。 

9.育児休業の取得  

入所申請月に休業を終了し、復職

することが申請の要件です。 

育児休業からの復職日が申請月

の翌月以降の場合、「追加的記載

項目」欄の「育児休業の短縮可

否」について「可」にチェックがなけ

れば受付できません。 

③ 

① 

② 



25 

◆就労時間の計算について 

利用調整基準においては、月当たりの就労時間により基礎点数が異なります。 

保育の必要性の認定においては休憩時間を除いた就労時間が 64時間以上あることが必要ですが、 

利用調整においては、休憩時間を含む就労時間を用いて採点します。 

「6.就労時間」欄の記載内容により採点をしますので、よくご確認ください。 

 

①固定就労の場合 

月間の就労時間により採点します。 

合計時間は休憩時間を含んで記載してください。右側「うち休憩時間」欄に休憩時間のみ記載してください。 

 

②変則就労の場合 

月間の就労時間により採点します。 

週間の就労時間により記載されている場合は、「週間の就労時間 × 4（週）」の時間により計算します。 

 

③育児のための短時間勤務制度を利用する場合 

短時間勤務をする（予定）の方は、「追加的記載項目」欄の「No.12：育児のための短時間勤務制度の利用が

「有」の場合の月の合計就労」時間に記載された月間の就労時間により採点します。この時間には休憩時間を含

んで記載してください。 

 

◆留意事項 

・被雇用者である場合は、就労者（保護者）本人が記載するのではなく、就労先事業者等に記載してもらって

ください。入所申請締切りまでに提出がない場合は利用調整ができませんので、早めに用意してください。 

・就労証明書への押印は不要です。ただし、記載事項の訂正・削除を行った場合は訂正印を押印してください。 

・消せるボールペンで記載あるいは修正液等を使用した就労証明書は無効です。 

・就労証明書の有効期限は、発行から３か月以内です。 

 

 

 

 

Q.ダブルワークをしているけど、優先順位に影響はあるの？ 

A.就労先が複数ある場合は、それぞれの事業者が作成した就労証明書を提出してください。合算した労働時間により 

利用調整を行います。 

おしえてペロリッチ！ ⑭ 


